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告 示

島根県告示第577号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により、同法による医療扶助を担当する機関を次のとおり指定した

ので、同法第55条の２第１号の規定により告示する。

平成24年10月23日

島根県知事 溝 口 善兵衛

医療機関の名称 所 在 地 指定年月日

たかさごクリニック 江津市江津町1110－15 平成24年10月１日

大田市立病院訪問看護ステーション 大田市大田町吉永1428－３ 平成24年９月14日

ニチイケアセンター松江 訪問看護 松江市御手船場町553－６ 松江駅前エストビル２Ｆ 平成24年９月18日

ステーション

みやび歯科 松江市東朝日町宮ノ沖133－４ マルカビル２Ｆ 平成24年９月３日

大耀堂薬局 雲南市三刀屋町下熊谷1625番地２ 平成24年９月１日

ながはま薬局 出雲市西園町332番地３ 平成24年10月１日

ウエーブ江津調剤薬局 江津市江津町1140－５ 平成24年10月１日

ウエーブいわみ薬局 浜田市浅井町878－９ 平成24年10月１日

ウエーブたまち薬局 浜田市田町52－７ 平成24年10月１日

ウエーブシティパルク薬局 浜田市相生町1391－８シティパルク内 平成24年10月１日

みと薬局 益田市美都町都茂1815 平成24年10月１日

島根県告示第578号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次のとお

り指定したので、同法第55条の２第１号の規定により告示する。

平成24年10月23日

島根県知事 溝 口 善兵衛

実施する事業 指定年月日
事 業 者 事 業 所

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

社会福祉法人恵 出雲市神西沖町1313番 居宅介護支援 出雲サンホーム 出雲市神西沖町1313番 平成24年９月

寿会 地 指定居宅介護支 地 １日

援事業所

合同会社 杏 浜田市長沢町3131番地 訪問介護 ヘルパー あん 浜田市長沢町3131番地 平成24年10月

１ ず １ １日

合同会社 杏 浜田市長沢町3131番地 介護予防訪問介護 ヘルパー あん 浜田市長沢町3131番地 平成24年10月

１ ず １ １日

株式会社 ニチ 東京都千代田区神田駿 訪問介護 ニチイケアセン 出雲市天神町869番地 平成24年10月

イ学館 河台二丁目９番地 ター出雲みなみ １日

株式会社 ニチ 東京都千代田区神田駿 介護予防訪問介護 ニチイケアセン 出雲市天神町869番地 平成24年10月

イ学館 河台二丁目９番地 ター出雲みなみ １日

株式会社 ユニ 東京都港区南青山二丁 訪問介護 出雲ケアセンタ 出雲市今市町876－９ 平成24年10月
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第2,438号 島 根 県 報 平成24年10月23日

マットそよ風 目12番14号 ーそよ風 １日

株式会社 ユニ 東京都港区南青山二丁 介護予防訪問介護 出雲ケアセンタ 出雲市今市町876－９ 平成24年10月

マットそよ風 目12番14号 ーそよ風 １日

合同会社 Ｒｏ 浜田市熱田町1023番地 訪問介護 ローズヘルパー 浜田市熱田町1023番地 平成24年10月

ｓｅ ７ ステーション ７ ８日

合同会社 Ｒｏ 浜田市熱田町1023番地 介護予防訪問介護 ローズヘルパー 浜田市熱田町1023番地 平成24年10月

ｓｅ ７ ステーション ７ ８日

株式会社 エス 松江市上乃木七丁目12 訪問介護 ぼたんの里訪問 松江市八束町江島1128 平成24年10月

ポアール福祉会 番地51号 介護事業所 番地53 １日

株式会社 エス 松江市上乃木七丁目12 通所介護 ぼたんの里通所 松江市八束町江島1128 平成24年10月

ポアール福祉会 番地51号 介護事業所 番地53 １日

株式会社 ゆう 松江市馬潟町349番地 通所介護 デイサービスゆ 松江市馬潟町349番地 平成24年９月

ゆう 29 うゆう 29 15日

株式会社 ゆう 松江市馬潟町349番地 介護予防通所介護 デイサービスゆ 松江市馬潟町349番地 平成24年９月

ゆう 29 うゆう 29 15日

株式会社 ニチ 東京都千代田区神田駿 通所介護 ニチイケアセン 出雲市大津朝倉３丁目 平成24年10月

イ学館 河台二丁目９番地 ター出雲 ４－５ １日

株式会社 ニチ 東京都千代田区神田駿 介護予防通所介護 ニチイケアセン 出雲市大津朝倉３丁目 平成24年10月

イ学館 河台二丁目９番地 ター出雲 ４－５ １日

社会福祉法人 松江市馬潟町104番地 通所介護 デイサービス 松江市馬潟町104番地 平成24年10月

陽恵福祉会 １ 陽恵苑 １ １日

社会福祉法人 松江市馬潟町104番地 介護予防通所介護 デイサービス 松江市馬潟町104番地 平成24年10月

陽恵福祉会 １ 陽恵苑 １ １日

社会福祉法人 松江市馬潟町104番地 認知症対応型共同 グループホーム 松江市馬潟町104番地 平成24年10月

陽恵福祉会 １ 生活介護 陽恵苑 １ １日

社会福祉法人 松江市馬潟町104番地 介護予防認知症対 グループホーム 松江市馬潟町104番地 平成24年10月

陽恵福祉会 １ 応型共同生活介護 陽恵苑 １ １日

大田市 大田市大田町大田ロ 訪問看護 大田市立病院訪 大田市大田町吉永1428 平成24年９月

1111番地 問看護ステーシ －３ 14日

ョン

大田市 大田市大田町大田ロ 介護予防訪問看護 大田市立病院訪 大田市大田町吉永1428 平成24年９月

1111番地 問看護ステーシ －３ 14日

ョン

株式会社 ニチ 東京都千代田区神田駿 訪問看護 ニチイケアセン 松江市御手船場町553 平成24年９月

イ学館 河台二丁目９番地 ター松江 訪問 －６ 松江駅前エスト 18日

看護ステーショ ビル２Ｆ

ン

株式会社 ニチ 東京都千代田区神田駿 介護予防訪問看護 ニチイケアセン 松江市御手船場町553 平成24年９月

イ学館 河台二丁目９番地 ター松江 訪問 －６ 松江駅前エスト 18日

看護ステーショ ビル２Ｆ

ン

株式会社 ニチ 東京都千代田区神田駿 居宅療養管理指導 ニチイケアセン 松江市御手船場町553 平成24年９月
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イ学館 河台二丁目９番地 ター松江 訪問 －６ 松江駅前エスト 18日

看護ステーショ ビル２Ｆ

ン

株式会社 ニチ 東京都千代田区神田駿 介護予防居宅療養 ニチイケアセン 松江市御手船場町553 平成24年９月

イ学館 河台二丁目９番地 管理指導 ター松江 訪問 －６ 松江駅前エスト 18日

看護ステーショ ビル２Ｆ

ン

内田 雅子 松江市東朝日町宮ノ沖 居宅療養管理指導 みやび歯科 松江市東朝日町宮ノ沖 平成24年９月

133－４ 133－４ マルカビル ３日

２Ｆ

内田 雅子 松江市東朝日町宮ノ沖 介護予防居宅療養 みやび歯科 松江市東朝日町宮ノ沖 平成24年９月

133－４ 管理指導 133－４ マルカビル ３日

２Ｆ

島根県告示第579号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関の事業の廃止の届出があった

ので、同法第55条の２第２号の規定により告示する。

平成24年10月23日

島根県知事 溝 口 善兵衛

医療機関の名称 所 在 地 廃止年月日

島根県済生会高砂病院 江津市江津町1110－15 平成24年10月１日

松本歯科医院 松江市殿町368 平成24年８月21日

島根県告示第580号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指

定介護機関の事業の廃止の届出があったので、同法第55条の２第２号の規定により告示する。

平成24年10月23日

島根県知事 溝 口 善兵衛

廃止する事業 廃止年月日
事 業 者 事 業 所

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

有限会社 サン 松江市馬潟町104番地１ 通所介護 デイサービス 松江市馬潟町104番 平成24年９月

・リンク 陽恵苑 地１ 30日

有限会社 サン 松江市馬潟町104番地１ 介護予防通所介護 デイサービス 松江市馬潟町104番 平成24年９月

・リンク 陽恵苑 地１ 30日

有限会社 サン 松江市馬潟町104番地１ 認知症対応型共同 グループホー 松江市馬潟町104番 平成24年９月

・リンク 生活介護 ム 陽恵苑 地１ 30日

社会福祉法人恩 江津市江津町1016－37 介護療養型医療施 島根県済生会 江津市江津町1110－ 平成24年10月

賜財団済生会 設 高砂病院 15 １日

社会福祉法人恩 江津市江津町1016－37 短期入所療養介護 島根県済生会 江津市江津町1110－ 平成24年10月

賜財団済生会 高砂病院 15 １日
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第2,438号 島 根 県 報 平成24年10月23日

社会福祉法人恩 江津市江津町1016－37 介護予防短期入所 島根県済生会 江津市江津町1110－ 平成24年10月

賜財団済生会 療養介護 高砂病院 15 １日

社会福祉法人恩 江津市江津町1016－37 通所リハビリテー 島根県済生会 江津市江津町1110－ 平成24年10月

賜財団済生会 ション 高砂病院 15 １日

社会福祉法人恩 江津市江津町1016－37 介護予防通所リハ 島根県済生会 江津市江津町1110－ 平成24年10月

賜財団済生会 ビリテーション 高砂病院 15 １日

社会福祉法人恩 江津市江津町1016－37 居宅療養管理指導 島根県済生会 江津市江津町1110－ 平成24年10月

賜財団済生会 高砂病院 15 １日

社会福祉法人恩 江津市江津町1016－37 介護予防居宅療養 島根県済生会 江津市江津町1110－ 平成24年10月

賜財団済生会 管理指導 高砂病院 15 １日

社会福祉法人恩 江津市江津町1016－37 訪問看護 島根県済生会 江津市江津町1110－ 平成24年10月

賜財団済生会 高砂病院 15 １日

社会福祉法人恩 江津市江津町1016－37 介護予防訪問看護 島根県済生会 江津市江津町1110－ 平成24年10月

賜財団済生会 高砂病院 15 １日

社会福祉法人恩 江津市江津町1016－37 訪問リハビリテー 島根県済生会 江津市江津町1110－ 平成24年10月

賜財団済生会 ション 高砂病院 15 １日

社会福祉法人恩 江津市江津町1016－37 介護予防訪問リハ 島根県済生会 江津市江津町1110－ 平成24年10月

賜財団済生会 ビリテーション 高砂病院 15 １日

島根県告示第581号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関の所在地の変更の届出があっ

たので、同法第55条の２第２号の規定により告示する。

平成24年10月23日

島根県知事 溝 口 善兵衛

医療機関の名称 変更年月日
所 在 地

変更前 変更後

訪問看護ステーションせきせい 鹿足郡津和野町瀧元1168番地１ 鹿足郡津和野町森村ロ141 平成24年６月１日

島根県告示第582号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指

定介護機関の所在地の変更の届出があったので、同法第55条の２第２号の規定により告示する。

平成24年10月23日

島根県知事 溝 口 善兵衛

事 業 者 事 業 所

実施する事業 所 在 地 変更年月日
名 称 名 称主たる事務所の所在地

変更前 変更後

津和野町 鹿足郡津和野町日原54 訪問看護 訪問看護ステ 鹿足郡津和野町 鹿足郡津和野町 平成24年６

番地25 介護予防訪問看 ーションせき 瀧元1168番地１ 森村ロ141 月１日

護 せい
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島根県告示第583号

介護保険法（平成９年法律第123号）第94条第１項の規定により、次のとおり介護老人保健施設の開設の許可をしたの

で、同法第104条の２第１号の規定により告示する。

平成24年10月23日

島根県知事 溝 口 善兵衛

開設者の名称又は氏名 サービスの種類 施設の名称 施設の所在地 許可年月日

社会福祉法人恩賜財団 介護老人保健施設 島根県済生会 介護療 江津市江津町1110番地15 平成24年10月１日

済生会支部島根県済生 養型老人保健施設 た

会 かさご苑

島根県告示第584号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の２第１項の指定障害児入所施設を次のとおり指定したので、同法第24条

の18第１号の規定により告示する。

平成24年10月23日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 福祉型障害児入所施設

事業者の名称 施設の名称 施設の所在地 指定年月日

社会福祉法人山陰家庭学院 障害児入所施設 松江学園 松江市島根町大芦5707 平成24年10月１日

社会福祉法人親和会 障がい児入所施設 さざなみ学園 出雲市神西沖町2534－２ 平成24年10月１日

社会福祉法人邑智福祉振興会 障害児入所施設 くるみ学園 邑智郡邑南町中野3595－18 平成24年10月１日

社会福祉法人いわみ福祉会 こくぶ学園 浜田市上府町イ2589 平成24年10月１日

隠岐広域連合 隠岐広域連合立福祉型障がい児入所施 隠岐郡隠岐の島町都万2582 平成24年10月１日

設 仁万の里児童部 －１

２ 医療型障害児入所施設

事業者の名称 施設の名称 施設の所在地 指定年月日

社会福祉法人島根整肢学園 医療型障害児入所施設 松江整肢学園 松江市東生馬町15－１ 平成24年10月１日

社会福祉法人島根整肢学園 島根整肢学園 江津市渡津町1926 平成24年10月１日

島根県告示第585号

次の森林を保安林予定森林としたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２第１項の規定により告示する。

平成24年10月23日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 保安林予定森林の所在場所

松江市八雲町日吉299

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

⑴ 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。
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イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。）

島根県告示第586号

次の森林を保安林予定森林としたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２第１項の規定により告示する。

平成24年10月23日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 保安林予定森林の所在場所

松江市美保関町雲津706－１、706－２、707

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

⑴ 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。）

島根県告示第587号

次の森林を保安林予定森林としたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２第１項の規定により告示する。

平成24年10月23日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 保安林予定森林の所在場所

安来市広瀬町広瀬1590－２、1607－３、2486

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

⑴ 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び安来市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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島根県告示第588号

次の森林を保安林予定森林としたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２第１項の規定により告示する。

平成24年10月23日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 保安林予定森林の所在場所

安来市伯太町東母里1805、1805続１、2496－１、2497

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

⑴ 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び安来市役所に備え置いて縦覧に供する。）

公 告

測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、基本測量の実施について国土交通省国土地理院長から次

のとおり通知を受けたので、同条第３項の規定により公告する。

平成24年10月23日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 作業種類

基本測量（精密測地網高度地域基準点測量 新ジオイド・モデル精度評価）

２ 作業期間

平成24年10月１日から平成25年２月28日まで

３ 作業地域

出雲市、益田市、大田市

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、公共測量の実施について国

土交通省中国地方整備局松江国道事務所長から次のとおり通知を受けたので、同法第39条において準用する同法第14条第

３項の規定により公告する。

平成24年10月23日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 作業種類

公共測量（基準点測量・水準測量）

２ 作業期間

平成24年10月15日から同年12月21日まで
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３ 作業地域

大田市

特 定 調 達 公 告

次のとおり随意契約の相手方を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第372号）第11条及び物品等又は特定役務の調達手続に係る島根県会計規則の特例を定める規則（平成７年島

根県規則第83号）第９条の規定により、次のとおり公告する。

平成24年10月23日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 役務の名称及び数量

島根県立美術館における入退室管理システム再整備業務

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

島根県環境生活部文化国際課 島根県松江市殿町１番地

３ 随意契約の相手方を決定した日

平成24年10月２日

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所

島根県松江市学園南二丁目10番14号 富士通株式会社山陰支社

５ 随意契約に係る契約金額

28,875,000円

６ 契約の相手方を決定した手続

随意契約

７ 随意契約とした理由

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１項第２号の規定による。

正 誤

平成24年10月12日付け島根県報第2,435号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

ページ 箇 所 誤 正

２ 島根県告示第555 浜田市長浜町3131番地１ 浜田市長沢町3131番地１

号中
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